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中期的な財政運営に関する検討会 論点整理のポイント 
 

Ⅰ 基本的な考え方  

～正直を第一として慎重な経済見通しを前提に～ 
 

国民は、政府が雇用や社会保障等、国民の安全網（セーフティー

ネット）を確保することをより一層求めている。政府がその役割を

果たしていくためには、財政健全化は不可欠であり、これが人々の

将来への不安を解消し、経済成長への足がかりともなる。 

財政再建プランは、慎重な経済見通しを前提とする。正直を第一

とし、国の会計間の資金移転や赤字の付け替え等に依存した財政運

営を行うことは厳に慎む。また、財政ルールへの強い遵守姿勢（コ

ミットメント）を確保すると共に、景気変動に対する柔軟性の仕組

みもルールの中に織り込む。 

 

Ⅱ 財政運営戦略のイメージ 

～収支（フロー）と残高（ストック）の両方の目標を設定～ 
 

＜財政健全化目標＞   

例えば下記のような段階的な目標を設定。中長期の財政健全化目

標は、国のみならず国・地方を対象とする。 

目標／中間目標（例） 達成目標時期 

④公的債務残高の対ＧＤＰ比を安定的

に縮減させる。（ストック目標） 

＝所要のプライマリー・バランス黒字を

達成。（フロー目標） 

○○年度 

③プライマリー・バランスの均衡を達

成。 

○○年度 

②プライマリー・バランス赤字（対ＧＤ

Ｐ比 or 金額）を半減。 

○○年度 

  

①2011～13 年度の３年間において、後

述のような中期財政フレームを設定。 

（2013 年度） 

（注）フロー目標については、プライマリー・バランスに代えて財政収支を

用いることも考えられる。（例えばＥＵは財政収支赤字の対ＧＤＰ比▲

３％以内が基準。） 
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＜財政運営ルール＞ 

財政健全化目標を確実に達成するため、以下のような財政運営ル

ールを組み合わせていくことが考えられる。 

① 政治主導・トップダウン型の新たな予算編成方式 

② ペイアズユーゴー原則：恒久的な歳出増又は減税は、恒久的

な歳出削減又は歳入確保により、見合いの財源を確保。 

③ 財政赤字（又は構造的財政赤字）縮減ルール：目標達成に向

けた期間中、財政赤字（又は景気循環要因を除いた「構造的

財政赤字」）を一定割合改善。 

 

Ⅲ 中期財政フレームのイメージ 
 

～歳出の大枠について拘束力を持ち、枠内の配分には弾力性を～ 
 

中期財政フレームは、向こう３年間（当初は平成 23～25 年度）の

歳出の大枠について拘束力を持ち、これに沿って各年度の具体的な

概算要求及び予算編成を行うものとする。 

マクロの総枠の拘束力と、ミクロの配分の弾力性の融合が重要。

最低限、「ペイアズユーゴー」の原則を採り入れ、社会保障を含む政

策的経費についての恒久的な歳出増は、恒久的な歳出削減又は税制

措置によって賄うといったことを検討すべき。 

歯止めのない国債発行額増加の抑制へ向けた、政府の強いコミッ

トメントを示すべきである。 

 

Ⅳ その他 
 

国民に必要な公共サービスを確保していくため、可能な限りの歳

出改革に加え、税制の抜本改革を実現していくための本格的な議論

を進めるべき。 

財政健全化は国民共通の、長期間にわたる課題であり、党派を超

えた取組が行われることが望まれる。 

以 上 
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中期的な財政運営に関する検討会 論点整理 

 

この論点整理は、検討会における有識者メンバーの主要な意見をまとめたもの

である。政府はこの意見を踏まえて、中期財政フレーム及び財政運営戦略を具

体化することとする。 

 

Ⅰ 基本的な考え方 

 

１．なぜ財政健全化が必要なのか 

（１）我が国の経済は、90 年代初頭のバブル崩壊以降、伸び悩む状態が続き、

少子高齢化が進展する中、これまで家族や企業が提供してきた生活のセー

フティーネットにほころびが生じてきている。国民は今後の生活に不安を

抱き、それがさらに消費を抑制し経済を冷え込ませるという悪循環に陥っ

ている。こうした局面を打開して、安定的かつ持続的な経済成長を実現し、

国民生活の質を高めていくことが、我が国の喫緊の課題である。新政権の

下、国民的な観点から、行政刷新の取組や「新しい公共」の構築等を通じ

た政府の役割の見直しを進めていくこととしているが、それでもなお、社

会構造の変化に伴い、雇用や社会保障など、国民生活のセーフティーネッ

トを確保していくための政府の役割は今後も一層増大していく。 

 

（２）今後、政府が年金、医療、介護、教育等、国民のために必要な公共サー

ビスを提供していくためには、そのための財政の裏付けがなければならな

い。しかし、我が国の財政は史上最悪の状況となっており、さらに急速に

悪化を続けている。今後も悪化を続ければ、借金の利払費がさらに増大し、

必要な公共サービスに振り向けるための財源が圧迫され、やがては政府自

体が活動できなくなる。政府が、国民の求める役割を果たすためには、財

政が健全に機能しなければならない。他方、苦しい道のりではあっても持

続可能な財政を実現すれば、国民の安心を確保し、新たな成長につなげる

道が開かれる。財政健全化は、他の誰のためでもなく、国民のために必要

なのである。 

 

（３）我が国の財政は、一段と厳しさを増している。平成 22 年度予算におい

ては、戦後初めて当初予算で税収が公債発行額を下回り、平成 22 年度末に

おいて、国及び地方の長期債務残高は GDP の 181％に達する見込である。

しかも、我が国の財政赤字については、景気の低迷による税収の一時的な

減少を差し引いても、増大を続ける社会保障をはじめとする公共サービス

への支出が収入を大きく上回る状態が恒常的に続いており、構造的なもの

がある。これまでの政治・行政が、必要な歳出・歳入改革を怠り、こうし

1739



 

 2

た状況を作り出してきたことは猛省されなければならない。しかし、新政

権の下、政治・行政を含めた現世代の国民全体が、なおも必要な改革を先

送りし続ければ、そのツケは、何ら責任のない将来世代が負うことになる

ことを自覚しなければならない。 

 

（４）我が国の国債金利はいまだに低いが、これはデフレをはじめとした内外

の様々な経済要因に基づく一時的なものであり、長く続く保証はない。ま

た、我が国の国債消化は、豊富な家計金融資産に支えられてきたが、既に

一般政府総債務残高は家計金融純資産額とほぼ拮抗しており、国内の消化

余力にも限界がある。経済・財政の改善のないまま、国債金利が上昇すれ

ば、財政は一挙に破綻へと向かうおそれがある。デフレの克服と景気回復、

新成長戦略の実行が喫緊の課題であることは論を待たないが、財政健全化

への取組もまた、時間との戦いであることを認識する必要がある。 

    

２．諸外国の取組 

（１）財政健全化の重要性は、国際的にも強く意識されている。現在、OECD 加

盟国 30 カ国のうち、日本を除くほとんど全ての国が、何らかの財政再建目

標を有している。世界的な金融危機の影響下にあっても、他の主要先進国

は全て、危機からの出口を見据えた中期的な財政健全化計画を策定してい

る。 

 

（２）また、90 年代以降、多くの OECD 諸国において、中長期の視野を取り入れ

た財政運営ルールや、複数年度にわたり支出をコントロールする中期的な

財政フレームを導入することにより、財政規律の確保を図っている。財政

健全化は容易な課題ではないが、これまでの OECD 諸国の経験を比較分析す

ると、共通した取組が見られる。何よりも政府が財政規律に強くコミット

することが重要であり、また、財政健全化に成功した国においては、透明

性・アカウンタビリティを重視した財政運営のフレームワークなどが導入

されている。諸外国の経験に照らせば、財政健全化のためには、目標を導

入しただけでは不十分であり、景気循環などの影響を考慮しつつ、実効性

ある目標達成メカニズムが必要である。 

 

３．我が国において求められる取組 

（１）新政権は、過去に累積されてきた借金の元利返済を前提としつつ、今後

の社会保障をはじめとする公共サービスの基盤を確保していくため、政府

の役割を問い直しながら、持続可能な財政を実現しなければならない。 

 

（２）生活のセーフティーネットの未整備が人々の不安の大きな要因であり、

しっかりと財源を手当てしつつ、持続的な社会保障制度改革を打ち出すこと
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は、人々の不安を解消し消費を刺激することにより、経済成長への大きな足

がかりともなる。 

 

（３）諸外国の取組も踏まえれば、現時点において中長期の財政再建プランを

策定することは、決して早すぎない。デフレ脱却と景気回復に取り組む中で、

タイミングを見極め迅速に財政健全化への取組を実施できるよう、出口戦略

を今こそ用意しておく必要があり、それが国債金利へのプレミアム（リスク

に応じた追加金利）増大の芽を摘むことになる。 

 

（４）我が国においても、これまで幾度となく財政健全化に向けた取組が行わ

れながら、失敗に終わってきた。それを再び繰り返さないためには、過去の

失敗を真摯に反省しなければならない。財政再建プランを策定する際に重要

なのは、プルーデント（慎重）な経済見通しを前提とすることである。これ

まで我が国で財政健全化がうまくいかなかった大きな理由には、楽観的な経

済見通しを前提とし、必要な歳出削減や歳入改革について、正直なことを国

民に伝えず、政府の責務を小さくしようとしてきたことがある。 

 

（５）新政権における財政健全化への取組は、何よりもまず、現実を隠さず、

正直であることを第一とすべきである。外国においても、厳しい財政ルール

を導入しながら、会計上の操作でそれを回避しようとする例が見られ、ギリ

シャのように、一挙に国際的な信用を失った国もある。国の会計間の資金移

転や赤字の付け替え等により、見かけ上の財政収支を改善しようとすること

は、長期的な財政健全化につながるものではなく、こうした措置に依存した

財政運営を行うことは厳に慎むべきである。 

  特別会計の積立金を歳出財源として活用するといった措置も、国の資産を

費消しバランスシートを悪化させる点で、赤字ファイナンスであることに変

わりはなく、いずれにせよ限界に突き当たりつつあることに留意すべきであ

る。 

 

（６）また、過去、景気の変動を考慮に入れず、過度に硬直的な財政健全化プ

ランを設定し、結果として経済的ショックにより頓挫することが繰り返され

てきた。財政健全化への取組は、厳しい財政規律を課しながらも、景気変動

に対する柔軟性を有するものとすることが必要である。ただし、一度定めた

目標や財政運営ルールが簡単に覆されれば、ルールを定める意味が失われ、

政府の信頼を損なうこととなる。ルールは簡単には変更しないという強い政

府のコミットメントを確保すると共に、柔軟性の仕組みを、誰が意思決定す

るかも含めて、ルール自体の中にあらかじめ織り込んでおくべきである。 
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Ⅱ 財政運営戦略のイメージ 

 

１．ベースライン 

（１）財政運営戦略を策定する前提として、最新の経済データと既定の制度・

施策を前提とした「ベースライン・シナリオ」を設定する。ベースラインは、

現在（平成 22 年度予算）までの政府の政策を前提として、以後、社会保障

の自然増等の歳出及び税収等の適切な見積もりを加えたものとする。シナリ

オの対象とする期間は、後述の財政健全化目標との関係で、適切に定められ

るべきである。 

 

（２）ベースラインの前提としては「プルーデント（慎重）」な経済見通しを採

用し、「目標」である新成長戦略の目指す成長率とは区別すべきである。「慎

重な」経済見通しは、政府において適切に設定されるべきであるが、例えば、

日本の潜在成長率は市場関係者から１％程度と見られていることが参考と

なる。なお、慎重な経済見通しを中心シナリオとした上で、参考として、新

成長戦略を達成した場合の「上方シナリオ」を示すことは考えられる。 

     

２．財政健全化目標 

（１）財政健全化は、高い山に登るようなものであり、まずはゴールを見定め

てから、それに至る道筋を遡って考えていくべきである。諸外国の取組等も

参考にすれば、財政健全化のゴールは、公的債務残高の対 GDP 比を安定的に

縮減させていくことに求めつつ、その前提としてのフロー目標を、例えば図

１のように、段階的に定めることが考えられる。（その最初の３年間が後述

の中期財政フレームの対象期間となる。） 

 

【図１】 

ゴール／マイルストーン（例） 達成目標時期 

④公的債務残高の対ＧＤＰ比を安定的

に縮減させる。（ストック目標） 

＝所要のプライマリー・バランス黒字を

達成。（フロー目標） 

○○年度 

③プライマリー・バランスの均衡を達

成。 

○○年度 

②プライマリー・バランス赤字（対ＧＤ

Ｐ比 or 金額）を半減。 

○○年度 

 

①2011～13 年度の３年間において、後

述のような中期財政フレームを設定。 

（2013 年度） 

（注）プライマリー・バランスの均衡が達成されれば、長期金利と名目成長率が同水

準の下では、公的債務残高の対ＧＤＰ比は安定化するが、長期金利が名目成長率
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を上回る場合、公的債務残高の対ＧＤＰ比を縮減させるためには、一定のプライ

マリー・バランス黒字が必要。また、財政収支の赤字が解消されれば、公的債務

残高そのものが安定化し、名目ＧＤＰが増加する下では、債務残高対ＧＤＰ比は

減少していくこととなる。したがって、プライマリー・バランスないし財政収支

の改善は、公的債務残高対ＧＤＰ比安定化・縮減に向けて第一歩となる。 

 

（２）なお、我が国において国と地方の財政は密接に結びついており、一方が

他方の負担の上に財政健全化を図ったとしても、公財政全体の状況は改善し

ない。国と地方が、財政健全化への認識について合意に努めつつ、互いの事

情に配慮し、協力し合って、無駄の削減をはじめとする歳出改革と、財源の

確保を図っていくことが必要であり、中長期の財政健全化目標（②～④）に

ついては、国のみならず国・地方を合わせた SNA（国民経済計算）ベースの

債務残高・財政収支を念頭に置くことが適当である。 

 

（３）達成目標時期については、政府において、ベースラインの試算を行った

上で、適切に設定すべきであり、幅を持った時期（○○年代前半、等）を設

定することも考えられる。その際、国民生活の安定に配慮し、高齢化の進展

等により歳出が急激に増大する時期に着目する必要がある。 

 

（４）なお、フロー目標には、プライマリー・バランスに代えて財政収支を用

いることも考えられるが、この場合は均衡の達成がより困難となるため、例

えばＥＵのマーストリヒト条約において財政収支赤字の対ＧＤＰ比を▲

３％以内とすることが基準とされていることなどを踏まえつつ、目標数値・

年度を適切に調整する必要があろう。 

 

３．財政運営ルール 

財政健全化目標を確実に達成するためには、各年度の予算編成において、

財政規律を維持していくための財政運営ルールを導入することが考えられる。

その場合、中期財政フレームは、このルールと整合的に定められることとなる。 

諸外国の取組も参考とすれば、例えば以下のようなルールを適切に組み合

わせることが考えられる。 

 

① トップダウン型の新たな予算編成方式 

  諸外国においては、大きな要求官庁の影響を排除しつつ、首相や主要閣

僚が予算の大枠をトップダウンで決める仕組みが存在している。我が国に

おいても、中期財政フレームの策定、予算編成の基本方針など、国家戦略

室（局）を中心として立案しつつ、予算編成に関する閣僚委員会において

政治主導・トップダウンで決定する、新たな予算編成のルールを定着させ

るべきである。 
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  その際、トップダウン強化の観点から、他国の例にも見られるように、

大きな枠の配分を行い、その範囲内で具体的な予算を設定することや、首

相（ないし国家戦略担当大臣）の裁量枠の設定といった手法の導入も考え

られる。 

 

② ペイアズユーゴー原則 

   恒久的な歳出増又は減税は、恒久的な歳出削減又は歳入確保により、見

合いの財源を確保するとの原則を確立する。（経済危機への対応や、特殊な

要因による一回限りの支出・減税はルールの例外となる。）ただし、ペイア

ズユーゴー原則だけでは、すでに巨額の債務を累積させてしまっている我

が国財政の健全化にはつながらないことに留意する必要がある。 

   

 ③ 財政赤字（又はプライマリー・バランス赤字）縮減ルール 

   目標達成に向けた期間中、財政赤字を一定割合改善していく。（ただし、

経済危機時には停止する等、一定の弾力性も設ける。） 

 

④ 構造的財政赤字（又は構造的プライマリー・バランス赤字）縮減ルール 

   景気循環要因を除いた「構造的財政赤字」について、一定割合改善して

いく。とりわけ、歳出の構造的な肥大化要因である社会保障費については、

社会保障制度改革、税制改革も含め、その財源を中長期的にきちんと確保

していくとの姿勢を明確に示す。 

  （注）OECD 等で試算している「構造的財政赤字」は、財政赤字からＧＤＰギャッ

プによる税収の減少分・支出の増加分を控除したもの。ただし、我が国の歳出

については、景気対策を含めてほぼ全てが「構造的」との定義にあたる。 

 

Ⅲ 中期財政フレームのイメージ 

 

１．中期財政フレームの性質 

財政健全化目標や財政運営ルールだけでは、実際の予算編成をコントロー

ルすることは難しい。これらに適合するように毎年の予算編成を行うための仕

組みが中期財政フレームである。諸外国の経験を踏まえれば、中期財政フレー

ムが成功するためには、単なる将来予測ではなく、政府の中で、複数年度にわ

たる実質的な拘束力を有していることが必要である。 

我が国の中期財政フレームは、財政運営戦略との整合性を保ちつつ、向こ

う３年間（当初は平成 23～25 年度）について、歳出の大枠を定めるものとす

る。この歳出の大枠は拘束力を持ち、これに沿って各年度の具体的な概算要求

及び予算編成を行うものとする。 

 

２．中期財政フレームの設定プロセス 
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平成 23 年度予算編成は、中期財政フレーム導入後最初の予算編成となるが、

その後も定期的に、直近の経済財政状況に照らして財政運営戦略を検証すると

共に、必要に応じ中期財政フレームの改訂を行うべきである。ただし、前述し

たように、一度決めたルールを簡単に覆すべきではなく、中期財政フレームの

改訂に際しても、その基本的な枠組みは維持することを前提としなければ、複

数年度に渡るフレームを定める意味が失われることに留意すべきである。例え

ば図２のようなサイクルが考えられる（時期は例示）が、中期財政フレームの

設定・改訂を含めた、ＰＤＣＡ（Plan-Do-Check-Action）サイクルのあり方に

ついて、今後政府において具体的なイメージを示すべきである。 

 

【図２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．中期財政フレームの内容 

（１）中期財政フレームは、基本的に、国の歳出を包括的にとらえるものとす

べきであるが、拘束力を持つ歳出枠の対象は、政府が直接統制可能であっ

て、税財源の節約につながる政策的な経費とすることが考えられる。 

 

（２）中期財政フレームの経費区分については、①総枠のみ、②社会保障、公

共事業等、特に大きな経費の内訳を明示、③主要経費別ないし各省別の内

訳を明示、といった様々な区分が考えられるが、これは、枠の縛りをどの

程度厳しいものとするか、具体的な内容と併せて、政府において検討すべ

きである。 

いずれにせよ、予算は、マクロの枠付けと、ミクロの配分の融合が重要

である。中期財政フレームを機能させるためには、マクロの総枠に複数年

度の拘束力を持たせつつ、枠内での配分（及び、複数の枠を設けた場合の

枠間の配分）については、各年度のプライオリティに応じた弾力性を持た

せることが考えられる。 

 

（３）具体的な「枠」の内容は、経済動向や、歳出改革の状況等も勘案しつつ、

国民の理解が得られるように政府において検討すべきであるが、市場は、

社会保障の自然増や新規の施策により、とめどなく国債発行額が増加して

５～６月頃 

中期財政フレーム改訂 

４～５月頃 

政策・事業の評価、見直し

９～１２月頃 

予算編成作業 

７～８月頃 

予算要求の検討 
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いくことに最大の不安を抱いている。したがって、最低限、こうした政策

的経費の要因によって財政収支を現状より悪化させることのないよう、前

述の「ペイアズユーゴー」の原則を採り入れ、社会保障を含む政策的経費

についての恒久的な歳出増は、恒久的な歳出削減又は税制措置によって賄

うといったことが検討されるべきである。 

 

（４）また、財政健全化に積極的に取り組んでいる政府の姿勢を市場に向けて

発信し、市場の信認を確保するために、歯止めのない国債発行額増加の抑

制へ向けた、政府の強いコミットメントを示すべきである。 

 

Ⅳ その他 

 

１．予算制度の改革 

我が国の予算制度については、国際的な比較において、意思決定が分散化

し透明性が低いといった問題が指摘されている。政権交代は、こうした旧弊

を見直す絶好の機会であり、財政運営戦略及び中期財政フレームに基づく財

政の健全化を成功させるため、併せて予算制度改革を進めていくことが重要

である。新政権は、従来の官僚主導を是正し、内閣主導の予算編成を実現す

る目標を掲げている。また、事業仕分けといった歳出の見直しに加え、予算

執行をより適切に管理する仕組みを整備し、政治主導の下、各省大臣が予算

獲得競争ではなく、効率的な予算の執行と成果（アウトカム）の達成に責任

を負う体制へ転換していくことが重要である。新政権は既に、「予算編成の

あり方に関する検討会論点整理」（平成 21 年 10 月 19 日）及び「予算編成等

の在り方の改革について」（平成 21 年 10 月 23 日閣議決定）等において、こ

うした観点に立った予算制度改革のプランを示しているところであり、これ

を踏まえた改革にさらに取り組むべきである。 

 

２．税制抜本改革 

  国民に必要な公共サービスを確保し、国民生活をより保障していくために

は、可能な限りの歳出改革に加え、歳入面での改革も避けることはできない。

税制の抜本改革を実現していくための本格的な議論を進めるべきである。 

 

３．超党派の取組 

財政健全化は国民共通の大きな課題であり、長期間にわたり、政権を超え

て取り組まなければならない。米国では、オバマ政権の提案により、超党派

による財政健全化委員会を設置している。我が国においても、党派を超えた

取組が行われることが望まれる。 
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（
平
成
二
十
二
年
六
月
八
日
閣
議
決
定
） 

  

各
閣
僚
を
始
め
と
す
る
政
務
三
役
は
、
次
の
方
針
に
基
づ
き
、
職
務
に
専
念
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
、
昨
年
の
政
権
交
代
時
に
い
た
だ
い
た
政
権
へ
の
期
待
が
揺
ら
い
で
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
政
権
交
代
の
原
点

に
立
ち
返
り
、
国
民
の
皆
様
の
信
頼
を
回
復
す
る
こ
と
に
邁
進
す
る
。 

 

一
、
国
民
が
未
来
に
対
し
希
望
を
持
て
る
社
会
を
創
る
た
め
、
経
済
・
財
政
・
社
会
保
障
の
一
体
的
建
て
直
し
に

誠
心
誠
意
取
り
組
む
。 

 

一
、
各
閣
僚
は
、
国
民
の
代
表
で
あ
る
国
会
が
選
ん
だ
菅
内
閣
の
一
員
と
し
て
、
省
益
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

国
務
大
臣
と
し
て
の
総
合
的
な
立
場
か
ら
、
一
体
と
な
っ
て
、
内
外
の
政
策
課
題
に
取
り
組
む
。 

 

一
、
限
ら
れ
た
人
材
・
予
算
を
有
効
に
活
用
す
る
観
点
か
ら
、
行
政
の
無
駄
遣
い
の
根
絶
を
一
層
徹
底
す
る
ほ
か
、

情
報
公
開
を
更
に
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、「
行
政
の
透
明
化
」
を
推
進
す
る
。 

 

一
、
政
務
三
役
と
官
僚
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
責
任
の
下
、
相
互
に
緊
密
な
情
報
共
有
、
意
思
疎
通
を
図
り
、

一
体
と
な
っ
て
、
真
の
政
治
主
導
に
よ
る
政
策
運
営
に
取
り
組
む
。 
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財政運営戦略 概要 
－国民の安心と希望のために－ 

 

Ⅰ．基本的な考え方 

１．経済・財政の現状 

○ バブル崩壊以降、経済成長のための政策対応が十分な効果を発揮せず、

過去 10 年間、名目値でマイナス成長。 

○ 過去 20 年間で国債残高が約 470 兆円増加するなど深刻な財政状況。 

２．財政破綻リスクへの断固たる対応 

○ 現状を放置して、ギリシャ等のように財政破綻に陥るようなことがないよう

にしなければならない。仮に、そのような状態になれば、財政自主権が失

われ、社会保障サービス等の水準が大きく低下し、経済や国民生活に多大

な悪影響。 

○ しかし、悲観する必要はなく、経済低迷・財政悪化の原因を正確に把握し、

政治の強いリーダーシップによって改革に取り組めば、我が国は十分に立

ち直ることができる。 

３．過去からの教訓 

①硬直化した歳出構造の改革が進まず、新たな雇用と成長に結びつかない

分野へのばら撒きを続けてきたこと、 

②財源確保のために必要な改革の先送りが続けられてきたこと、 

の結果、多額の借金を積み重ねる状態が継続するとともに、国民の将来へ

の不安は増幅し、景気回復に対する重しとなっている。 

４．新たな成長戦略の実行 

○ デフレに悩まされてきたため、景気の回復局面においても国民に回復の

実感がなく、税収もあまり増加せず、財政収支が悪化。 

○ ①環境・エネルギー分野、②医療・介護・健康分野、③アジアに関する分

野、④観光・地域活性化分野、⑤科学・技術・情報通信分野、⑥雇用・人材

分野、⑦金融分野等の成長分野で、新たな需要を生み出し、市場や雇用を

創出することを通じて、本格的な回復軌道に乗せる必要。 

○ 政府は、日本銀行と一体となって、デフレを終結させることに全力を注い

でいく必要。 

○ このため、財政運営戦略と一体のものとして、新成長戦略を実行すること

で、2020 年度までの平均で名目 3%、実質 2%を上回る成長を目指す。 

５．社会保障の再構築 

〇 社会保障の強化は、国民の安心を確保し消費を喚起するとともに、雇用

創出を通じて成長をもたらす効果が大きい。 
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○ 国民の信頼にこたえられる持続可能な社会保障制度を再構築するため、

国、地方、事業主、利用者本人が適切に役割分担し、社会保障制度を社会

全体で支える。 

○ 社会保障分野における選択と集中を進め、消費や雇用の拡大等、経済

成長に資する施策に重点化。 

○ 充実したサービス提供のために規制を見直すとともに、国民が分担する

費用が過大にならないよう、無駄の排除を徹底し、効率的な制度を構築。 

６．新政権の財政運営戦略 

○ 徹底した歳出見直しに加え、税制の抜本的な改革を進め、安心の確保と

成長に必要な歳出を国民全体で分担。国民に将来への明るい希望を示し、

デフレが続いていくという意識を払拭し成長を促進すると同時に財政健全

化も図る、新たな発想に立った財政運営。 

○ 今後、どこまで歳出削減を行うのか、どのように抜本的な税制改革を行い

財源を確保していくのか、強い政治の意思によって、国民に対して早期に選

択肢を示し、改革を実施。 

 

⇒「強い経済」「強い財政」「強い社会保障」を一体的に実現 

 

Ⅱ．具体的な取組 

慎重な経済見通し、景気変動に対する柔軟性、市場との対話に留意 

１．財政健全化目標 

（１）収支(フロー)目標 

① 国・地方の基礎的財政収支（プライマリー・バランス） 

・ 遅くとも 2015 年度までに赤字対ＧＤＰ比を 2010 年度から半減 

・ 遅くとも 2020 年度までに黒字化 

② 国の基礎的財政収支：上記と同様の目標 

③ 2021 年度以降も、財政健全化努力を継続 

（２）残高（ストック）目標 

2021 年度以降において、国・地方の公債等残高の対 GDP 比を安定的に

低下させる。 

（３）進ちょく状況の公表・検証等 

内外の経済の重大な危機等により目標の達成等が著しく困難と認めら

れる場合には、達成時期等の変更等の適切な措置。 

２．財政運営の基本ルール 

（１）財源確保ルール（「ペイアズユーゴー原則」） 

歳出増・歳入減を伴う施策の新たな導入・拡充を行う際は、恒久的な歳

出削減・歳入確保措置により安定的な財源を確保。 
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（２）財政赤字縮減ルール 

収支目標達成のため、原則として毎年度着実に財政状況を改善 

（３）構造的な財政支出に対する財源確保 

構造的な増加要因である経費は安定的な財源を確保。 

（４）歳出見直しの基本原則 

特別会計を含め全分野の無駄の排除を徹底し思い切った予算の組替え。 

（５）地方財政の安定的な運営 

財政健全化は国・地方が相協力しつつ行う。国は、地方の自律性を損な

い、地方に負担を転嫁するような施策は行わない。 

３．中期財政フレーム 

（１）強い経済・強い財政・強い社会保障の一体的実現に向けて 

平成 23 年度からの 3 か年は強い経済・強い財政・強い社会保障を一

体的に実現する第一ステージ 

（２）歳入・歳出両面にわたる取組 

①国債発行額の抑制 

平成 23 年度の新規国債発行額は、平成 22 年度予算の水準（約 44 兆

円）を上回らないものとするよう、全力をあげる。それ以降も着実に縮減

させることを目指し、抑制に全力をあげる。 

②歳入面での取組 

個人所得課税、法人課税、消費課税、資産課税等にわたる税制の抜本

的な改革を行うため、早急に具体的内容を決定。財政健全化目標の達

成に向けて、必要な歳入を確保。 

③歳出面での取組（平成２３～２５年度） 

・ 「基礎的財政収支対象経費」（国の一般会計歳出のうち国債費等を除

いたもの）について、前年度当初予算の同経費の規模（「歳出の大

枠」）を実質的に上回らないこととする。 

・ 地方の一般財源の総額については、上記期間中、平成 22 年度と実

質的に同水準を確保。 

・ 経済・財政・社会保障の一体的強化策の実施等のため新たな制度改

正による恒久的な歳入増が確保された場合等には、国債発行額の抑

制の規律の範囲内で、歳入増の範囲内の金額を「歳出の大枠」に加

算可能。 

（３）中期財政フレームに基づく各年度の予算編成 

各閣僚別の概算要求枠の範囲内で優先順位をつけて要求 

（４）中期財政フレームの改訂 

毎年半ば頃、翌年度以降 3 年間の新たな中期財政フレームに改訂 
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財政運営戦略 
 

 

Ⅰ．基本的な考え方 
 

１．経済・財政の現状 
総じて我が国の経済は、1990 年代初頭のバブル崩壊以降、伸

び悩む状態が続いている。経済成長のための政策対応が十分な

効果を発揮せず、デフレからも脱却できなかったため、過去 10

年間、景気実感に近い名目値ではマイナス成長と、OECD 諸国の

中で最低の水準にとどまっている。 

一方で、財政は、歳出が税収等を大きく上回る状態が恒常的

に続き、過去 20 年間で我が国の国債残高は約 470 兆円増加して

いる。 

その要因を考えるために、これまでの我が国の財政の推移を

見れば、 

・ 1990 年頃には、バブルによる一時的な税収の大幅増により

財政収支が大きく改善したが、バブル崩壊以降、度重なる減

税や、景気低迷が長く続いた結果、過去 20 年間で約 210 兆円

の税収が消え去り、その分の国債残高の増加につながった。 

・ また、過去 20 年間、不況対策としても行われた公共事業の

拡大は、効率的な投資でなかったため、必ずしも成長に寄与

せず、約 60 兆円の国債残高の増加（注）につながり、こうし

た債務残高の累増が財政政策上の選択肢を狭めていくことと

なった。 

・ さらに、90 年代からの高齢化の進展による社会保障費の増

大は、過去20年間で約 150兆円の国債残高の増加につながり、

財政悪化の大きな要因となっている。 
（注）過去 20 年間の公共事業の拡大による国債残高の増加分は約 60 兆円

であるが、この間の公共事業費の累積額は約 200 兆円に上る。 

 

財政状況が深刻さを増してきているにもかかわらず、改善を

先送りできたのは、長期金利が上昇しなかったことが大きい。

その背景には、豊富な国内貯蓄の存在や、長引くデフレ・景気

低迷を反映した企業部門における資金需要の減少、家計・銀行・

公的セクターなどによる国内における安定的な国債保有構造と

いった、我が国独特の要因がある。 

しかしながら、こうした環境にいつまでも安住していられる

わけではない。高齢化による貯蓄率の低下というマイナス要因

平成２２年６月２２日 

閣 議 決 定 
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は、今後大きくなっていくと見込まれる。また、今後景気の回

復が続けば、設備投資の活性化等により、企業部門の資金需要

は回復していくことになり、これ自体は経済に必要なことであ

るが、他方で国債金利の上昇にもつながることとなる。 

 

２．財政破綻リスクへの断固たる対応 
ギリシャ等において財政不安が著しく高まるなど、公的債務

のリスクに対する内外の市場の目は厳しさを増している。 

我が国財政は、税収が歳出の半分すら賄えず、国及び地方の

長期債務残高も今年度末には対ＧＤＰ比 181%（うち普通国債、

地方債、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金の合計である

公債等残高は 171％）に達し、OECD の統計においては純債務残

高も本年末にはＧＤＰ比で 100%を超え、さらに、これらは拡大

し続けると見込まれている。 

このような状況を放置して、ギリシャ等のように、国債市場

における我が国の信認が失われ、その結果、金利が大きく上昇

し、財政が破綻状態に陥るようなことがないようにしなければ

ならない。仮に、そのような状態になれば、言わば国としての

財政自主権が失われ、また、社会保障等の公共サービスの水準

が大きく低下し、我が国経済や国民生活に多大な悪影響が生じ

ることとなる。 

 

しかし、悲観する必要はない。国債市場から強制されること

なく、我々が自主的に対応できる今のうちに、なぜこれまで我

が国の経済が低迷し、財政の悪化が続いてきたのか、その原因

を正確に把握し、政治の強いリーダーシップによって改革に取

り組めば、我が国は十分に立ち直ることができる。まだ間に合

うし、間に合わせなければならない。 

   こうした認識の下に、新政権は、「財政運営戦略」と「新成長

戦略」を一体のものとして国民に提示し、その実現に向けて全

力を尽くしていく。 

 

３．過去からの教訓 
（１）非効率な公共投資 

教訓の第一は、予算の使い途についてである。これまで、膨

大な赤字を積み重ねて財政出動を行いながら、その成果を持続

的な経済成長につなげることができなかった。これは、我が国

では昨年秋の政権交代まで、長い期間ほぼ切れ目なく同じ政権

が続いたため、硬直化した歳出構造の改革が進まず、新たな雇

1785



 3

用と成長に結びつかない分野への支出を続けてきたためである。 

日本が発展段階にあった 80 年代前半までは、需要不足を考え

る必要はなく、企業支援や生産力増強を目的とする社会資本整

備（鉄道や高速道路）が高い投資効果を上げ、そのまま経済成

長につながった。しかし、基礎的なインフラが整備され、十分

な供給力を持った 90 年代以降は、従来型のインフラへの投資効

率も低下する一方で、供給力に比べて需要が不足する状況とな

った。過去の政権はこのような社会構造・経済構造の変化を理

解せず、将来の成長産業を育てる明確な意思のないまま、既存

分野へのばら撒きを続けてきた。不況対策の名の下、財政出動

として行われた非効率な公共投資の拡大は、成長にも国民生活

の向上にもつながらず、巨額の財政赤字が積み上がる一方で、

地域はますます活力を失うという悪循環に陥った。 

現在のように民間活動だけでは十分な需要が生じない状況で

は、政府の経済政策の基本は、直接国民生活の質向上につなが

るモノ・サービスの提供による需要拡大策に舵を切る必要があ

る。特に、今後、高齢化の進展によって一層必要性の増す社会

保障などにおいて重点的な投資を行うことにより、財政資金の

有効活用も図りつつ、新たな需要や雇用を創出していくことが

できよう。しがらみを脱し、大胆な予算の使い途の見直しとメ

リハリ付けを行っていく必要がある。 

 

（２）歳入確保策の欠如 

教訓の第二は、必要な歳入改革を怠ってきたことである。 

我が国の近年の主な税制改革は、少子高齢化社会に対応する

ため、社会共通の費用を広く薄く分かち合うという考え方の下、

直接税中心の税体系から、所得、消費、資産等のバランスのと

れた税体系へ、という考え方を基本としてきた。 

しかし、実際には、急速な高齢化の進展により社会保障財源

の強化が必要であったにもかかわらず、安定的な財源を確保す

るための税制改革が先送りされ、これに景気が低迷する中での

度重なる減税や税収減が加わり、税収基盤が著しく弱体化した。 

財政の大きな役割は、政策実施に必要な費用を国民の間で分

担し、実施される政策を通じて富の再分配を図ることである。

租税により必要な財源を確保し、それを適切に活用すれば、総

体としては国民に多くの便益をもたらすとともに、経済成長に

もつなげることができる。しかし、我が国においては、政府の

予算の使い途に対する国民の不信感があったことや、政治の果

断なリーダーシップの欠如のために、財源確保のために必要な
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改革が実施されず、負担の先送りが続けられてきた。その結果、

毎年度、多額の借金を積み重ねる状態が続く状況の下で、国民

の将来への不安は増幅し、今や、そうした不安が景気回復に対

する重しともなっている。 

 

４．新たな成長戦略の実行 
我が国経済は、長期間デフレに悩まされてきたため、景気の

回復局面においても国民に回復の実感がなく、また、名目値で

見た税収もあまり増加せず、財政収支が悪化した。 

また、過去の政権が残してきた不必要な規制・制度による束

縛や、選択と集中の欠如のために、医療、介護、保育を始め様々

な分野において、国民が必要性を強く感じているにもかかわら

ず本来の需要が実現されてこなかった。さらには、これまで発

掘が不十分であった海外の需要もある。 

①環境・エネルギー分野、②医療・介護・健康分野、③アジ

アに関する分野、④観光・地域活性化分野、⑤科学・技術・情

報通信分野、⑥雇用・人材分野、⑦金融分野等において、規制・

制度の改革等により新たな需要を生み出し、市場や雇用を創出

することを通じて、我が国が本来有する成長力を発揮させ、日

本経済を本格的な回復軌道に乗せる必要がある。また、国民が

必要と感じている社会保障・福祉のサービス給付等を強化する

と同時に、国民にその分担（税・保険料）を求める政策パッケ

ージが需要や雇用を拡大する効果を持つことを踏まえ、経済・

財政・社会保障の一体的強化の観点から、新たな歳入増を主要

財源とし、需要・雇用創造が期待される分野の歳出に充てる一

体的強化のための政策パッケージなどの政策の検討を進める。

さらに、政府は、日本銀行と一体となって、デフレを終結させ

ることに全力を注いでいく必要がある。 

また、我が国経済は、現在、大きな需給ギャップを抱え、全

体として供給力が成長の制約になっているわけではない。しか

し、今後需給ギャップが解消すれば、供給面における成長制約

の可能性が高まっていくと考えられる。そのため、高齢者、女

性、若者等が就業や起業をしやすい環境の整備、人的資本の形

成、イノベーションの促進等の政策を税財政も含めて推進して

いく必要がある。 

こうした観点から、財政運営戦略と一体のものとして、新成

長戦略を実行することで、2020 年度までの平均で名目３％、実

質２％を上回る成長を目指す。 
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５．社会保障の再構築 
安定した社会保障制度は、国民の安心と希望を確保する礎で

ある。これまで、社会保障は負担面ばかりが強調され、経済成

長の足を引っ張るものとみなされる傾向があったが、新政権は

そのような立場には立たない。社会保障の強化により、国民は

安心してお金を消費に回すことができるようになる。また、社

会保障には雇用創出を通じて成長をもたらす分野が数多く含ま

れている。 

少子高齢化の進展等に伴い、今後、増大する支出の財源を安

定的に確保し、国民の信頼にこたえられる持続可能な社会保障

制度を再構築していかなければならない。そのためには、国、

地方、事業主、利用者本人それぞれが適切に役割分担を行い、

社会保障制度を社会全体で支えていく必要がある。 

その中で、増大する社会保障関係の支出を経済成長に効果的

につなげていく取組が求められる。 

このため、社会保障分野における選択と集中を進め、例えば

現金給付から雇用創出効果のある現物給付に重点を移すなどに

より、消費や雇用の拡大等、経済成長に与える効果の高い施策

に資源配分を重点化していくことが重要である。 

こうした社会保障関係の施策を実施する場合は、制度への安

心感・信頼感を高め、維持するために、その財源は、国債発行

によるのではなく、安定的な財源を確保する必要がある。 

また、国民に充実したサービスを提供するために規制の見直

しを行うとともに、国民が分担する費用が過大なものとならな

いよう、無駄の排除を徹底し、効率的な制度を構築する必要が

ある。 

 

６．新政権の財政運営戦略 

－国民の安心と希望のために－ 
医療、介護、保育といった分野に対して必要な資金投入を行

い、それを雇用の創出と経済成長へつなげていくことが望まれ

るが、その財源を安易に国債発行によって調達することは、国

民の安心や市場の信認を高め、維持することにはつながらない。

そもそも、これほど債務残高が累増している中で、国債発行に

依存し続ける財政運営は維持不可能であろう。 

我が国の財政の効率性を高めていくためには、徹底した無駄

の削減と予算の使い途の大胆な見直しは当然行わなければなら

ない。思い切った歳出改革を行い、徹底的に歳出を見直して必

要な財源を確保していくことが、まず何よりも必要である。ま
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た、「新しい公共」の下、国民のためのサービスを市民、企業、

ＮＰＯ等が提供していくことは、国民の満足度、幸福度を高め

ることになるとともに、結果として歳出の削減にもつながりう

る。 

しかし、公共サービスの縮減につながる歳出削減に限界を感

じる国民もいるだろう。 

そうであれば、必要な費用を国民の間で分担する、という考

え方に立ち、勤労世代の減少と高齢者の急増という人口構造の

変化も見据えながら、著しく弱くなってしまった税収基盤を速

やかに回復していくことが必要となる。すなわち、政権交代を

機に、これまで成し得なかった税制の抜本的な改革を進め、安

心の確保と成長につながる分野の歳出を国民全体で分担すると

ともに、これまであまりにも拡大した国債発行を減らしていく。 

このような大きな視野に立った歳入・歳出改革を行うことに

より、国民に将来への明るい希望を示し、「デフレが続いていく」

という意識を払拭して成長を促進すると同時に財政健全化も図

っていく。今、我々に求められているのは、このような新たな

発想に立った財政運営ではないか。こうした方向性を、これか

らの選択肢として考えていくべきである。 

現在の巨大な歳出と歳入のギャップや、今後の更なる高齢化

の進展等に伴う支出の一層の増大を踏まえれば、場当たり的な

対応では限界があることは明らかである。今後、どこまで歳出

削減を行うのか、どのように抜本的な税制改革を行い財源を確

保していくのか、逃げることなく、強い政治の意思によって、

国民に対して早期に選択肢を示し、改革を実施しなければなら

ない。 

 

こうした改革を通じて財源基盤を確保し、持続可能な財政・

社会保障制度の構築や生活の安全網（セーフティネット）の充

実を図ることが、雇用を創出するとともに、国民の将来不安を

払拭し、経済成長の礎となる。経済活性化、財政健全化、社会

保障の確立は一体の関係にある。経済成長による税収は財政健

全化のために不可欠であり、他方、経済成長のためには、財政

の持続可能性の確立が必須である。また、社会保障は財政の最

大支出項目であるとともに、重要な成長分野であり、その確立

によって、国民は消費を拡大することが可能になる。「強い経済」、

「強い財政」、「強い社会保障」の一体的な実現を目指す、こう

した取組こそが、新政権の「財政運営戦略」である。 
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Ⅱ．具体的な取組 
 

上記の基本的な考え方に立ち、財政健全化に向けて、下記の具

体的な取組を行っていくこととする。 

その際、以下の点に留意する。 

 

① 政府は、新成長戦略の目標とする経済成長率を達成するた

めに全力を尽くす。一方、財政健全化の道筋を示すに当たっ

ては、慎重な経済見通しを前提とすることを基本とすべきで

ある。そうすることにより、財政健全化の道筋の信頼性を高

めるとともに、もし高い経済成長が実現すれば、財政収支の

更なる改善という大きな果実を国民は手にすることができる。 

 

② 財政運営は、常に、客観的な経済見通し及び経済・財政の

展望を踏まえつつ、当面及び中長期の経済運営と一体的・整

合的に行っていくことが必要である。過去、過度に硬直的な

財政再建計画は結果的に頓挫
と ん ざ

してきた。こうした轍
てつ

を踏むこ

とのないよう、財政健全化への取組は、景気変動に対する柔

軟性を有するべきである。 

 

③ 最近、ギリシャ等において財政不安が著しく高まるなど、

公的債務のリスクに対する内外の市場の目は厳しさを増して

いる。我が国の財政運営に対する市場の信認を確保するため、

財政健全化への取組は正直であることを第一とし、国の会計

間の資金移転、赤字の付け替え等に安易に依存した財政運営

は厳に慎む。また、市場との対話を重視した国債管理を強化

するとともに、財政規律に対する政府の強い意思を内外に向

けて発信する必要がある。 

 

１．財政健全化目標 
 

（１）収支(フロー)目標 

残高目標を達成するために、以下のとおり、収支の改善を

図ることとする。 

① 国・地方の基礎的財政収支（プライマリー・バランス）に

ついて、遅くとも 2015 年度までにその赤字の対ＧＤＰ比を

2010 年度の水準から半減し、遅くとも 2020 年度までに黒字
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化することを目標とする。 

② 国の基礎的財政収支についても、遅くとも 2015 年度までに

その赤字の対ＧＤＰ比を 2010 年度の水準から半減し、遅くと

も 2020 年度までに黒字化することを目標とする。 

③ 2021 年度以降も下記（２）の残高目標にかかる達成状況を

踏まえつつ、財政健全化努力を継続する。 

 

（２）残高（ストック）目標 

2021 年度以降において、国・地方の公債等残高の対ＧＤＰ

比を安定的に低下させる。 

 

（３）進ちょく状況の公表・検証等 

当面の経済見通しや中長期の経済・財政の展望を踏まえつつ、

毎年度の予算概算決定後遅滞なく、各種財政指標の最新の状況

と、財政健全化目標の達成へ向けた進ちょく状況等を検証し、

公表する。 

なお、内外の経済の重大な危機その他の事情により財政健全

化目標の達成又は財政運営の基本ルールの遵守が著しく困難と

認められる場合には、財政健全化目標の達成時期等の変更や財

政運営の基本ルールの一時的な停止等の適切な措置を講じるも

のとする。こうした措置を講じる場合は、措置を講じる理由、

措置の内容・規模等を示した上で改めて閣議の決定を経るとと

もに、遅滞なく、財政健全化の経路へ復帰する道筋を示すもの

とする。 

 

２．財政運営の基本ルール 
  各年度の予算編成及び税制改正は、以下の基本ルールを踏まえ

て行うものとする。 

 

（１）財源確保ルール（「ペイアズユーゴー原則」） 

歳出増又は歳入減を伴う施策の新たな導入・拡充を行う際は、

原則として、恒久的な歳出削減又は恒久的な歳入確保措置によ

り、それに見合う安定的な財源を確保するものとする。 

 

（２）財政赤字縮減ルール 

上記の収支目標を達成するため、景気循環の状況等の要因も

踏まえ、原則として国債発行額の縮減や国債依存度の引下げ、

基礎的財政収支の改善など毎年度着実に財政状況の改善が図

られるよう、国の予算編成を行うものとする。 
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（３）構造的な財政支出に対する財源確保 

年金、医療及び介護の給付等の施策に要する社会保障費のよ

うな構造的な増加要因である経費に対しては、歳入・歳出の両

面にわたる改革を通じて、安定的な財源を確保していくものと

する。 

 

（４）歳出見直しの基本原則 

特別会計を含む全ての歳出分野における事務及び事業につ

いて、その内容及び性質に応じ、必要性、執行の効率性等の観

点から不断の見直しを行うことにより、歳出の無駄の排除を徹

底し、思い切った予算の組替えを行う。 

歳出の無駄の排除に資するため、事務及び事業の執行状況の

的確な把握及び開示により、執行状況の透明性の確保を図る。 

 

（５）地方財政の安定的な運営 

財政の健全化については、まず、国が本戦略に則り改革に取

り組んでいくことはもとより、公経済を担う国及び地方公共団

体が相協力しつつ行うことが必要である。地方公共団体に対し、

上記の国の財政運営の基本ルールに準じつつ財政の健全な運

営に努めるよう要請するとともに、国は、地方財政の自主的か

つ安定的な運営に配慮し、その自律性を損ない、又は地方公共

団体に負担を転嫁するような施策を行ってはならない。 

 

３．中期財政フレーム 
財政健全化目標の達成に資するため、経済・財政の見通しや展

望を踏まえながら複数年度を視野に入れて毎年度の予算編成を

行うための仕組みとして、以下のように、平成 23 年度から平成

25 年度を対象とする中期財政フレームを策定する。 

 

（１）「強い経済」「強い財政」「強い社会保障」の一体的実現に向

けて 

   平成 23 年度からの３か年は、「強い経済」、「強い財政」、「強

い社会保障」の一体的実現に向けて始動する「第一ステージ」

と位置付けられる。この目標の実現を財政面から裏付けていく

ことが、中期財政フレームの基本となる考え方である。 

   こうしたことから、歳入・歳出両面にわたる取組として、

①国債発行額の抑制、②抜本的な税制改革、③基礎的財政収支

の改善目標の達成に向けて取り組む。 
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（２）歳入・歳出両面にわたる取組 

 

①国債発行額の抑制 

財政健全化目標を確実に達成するとともに、財政健全化へ

の積極的な姿勢を市場に向けて発信し、市場の信認を確保す

る観点から、平成 23 年度の新規国債発行額について、平成

22 年度予算の水準（約 44 兆円）を上回らないものとするよ

う、全力をあげる。それ以降の新規国債発行額についても、

財政健全化目標の達成へ向けて着実に縮減させることを目

指し、抑制に全力をあげる。 

このため、歳入・歳出両面における最大限の努力を行う。 

 

②歳入面での取組 

個人所得課税、法人課税、消費課税、資産課税等にわたる

税制の抜本的な改革を行うため、早急に具体的内容を決定す

ることとする。こうした税制の改革により、財政健全化目標

の達成に向けて、必要な歳入を確保していく。 

租税特別措置については、平成 22 年度税制改正大綱の方

針に沿ってゼロベースから見直すこととする。 

新たに減収を伴う税制上の措置については、それに見合う

新たな財源を確保しつつ実施することを原則とする。 

 

③歳出面での取組 

財政健全化目標の達成に向けて、平成 23 年度から平成 25

年度において、「基礎的財政収支対象経費」（国の一般会計歳

出のうち、国債費及び決算不足補てん繰戻しを除いたもの）

について、恒久的な歳出削減を行うことにより、少なくとも

前年度当初予算の「基礎的財政収支対象経費」の規模（これ

を「歳出の大枠」とする。）を実質的に上回らないこととし、

できる限り抑制に努めることとする。 

このうち、平成 23 年度以降の「経済危機対応・地域活性

化予備費」１兆円の取扱いについては、現段階では景気状況

を見通し難いことから、予算編成過程において検討すること

とする。 

なお、２．（５）の基本ルールを踏まえ、地方歳出につい

ても国の歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体始め地方

の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源の総額に

ついては、上記期間中、平成 22 年度の水準を下回らないよ
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う実質的に同水準を確保する。 

歳出増につながる施策を新たに実施又は拡充しようとす

る場合には、当年度当初予算の「基礎的財政収支対象経費」

の規模が上記の「歳出の大枠」の範囲内となるよう、恒久的

な更なる歳出削減により、これに要する財源を賄うこととす

る。 

この場合、歳出削減について過度に硬直的な対応となるこ

とがないよう、税制改革等歳入面での取組と連携した対応を

確保することが重要である。「強い経済」、「強い財政」、「強

い社会保障」の一体的実現の観点から、需要・雇用創造が期

待される分野を始めとする一体的強化のための政策パッケ

ージ等の施策の新たな実施等に関連して新たな制度改正に

よる恒久的な歳入増が確保された場合等には、上記①の国債

発行額の抑制に関する規律の範囲内で、この恒久的な歳入確

保額に相当する金額の範囲内の金額を、上記の「歳出の大枠」

の額に加算することができる。確保された歳入が一時的なも

のである場合には、国債発行額の抑制に活用するものとする。 

（注）平成 23 年度以降の「基礎的財政収支対象経費」の内訳となる各

年度の予算額については、概算要求その他の予算編成過程を経て、

決定。地方交付税交付金等についても、地方行財政に係る制度改正

等を踏まえた地方財政対策等を経て決定。 

 

（３）中期財政フレームに基づく各年度の予算編成 

概算要求段階での予算の組替え等に資するよう、毎年度、予

算編成の基本理念や経費の性格にも留意しつつ、中期財政フレ

ームと整合的な各閣僚別の概算要求枠を設定する。各閣僚は、

「査定大臣」として、この概算要求枠の範囲内で優先順位をつ

けて、積極的な予算の組替え・歳出削減を行い、要求すること

とする。 

なお、各閣僚は、行政刷新会議における事業仕分けの結果等

を踏まえ、概算要求等を行うこととする。 

また、各閣僚は、新成長戦略における政策の優先順位の判断

基準等を踏まえ、既存施策を大胆に見直し、成長に資する施策

への重点化を行う等により予算を組み替え、概算要求等を行う

こととする。 

要求後の予算編成過程においても、各閣僚は、積極的に要求

を見直し、歳出削減に取り組むこととする。 

 

 

1794



 12

（４）中期財政フレームの改訂 

平成 23 年半ば頃、当面の経済見通しや中長期の経済・財政

の状況と展望を踏まえつつ、中期財政フレームの改訂を行い、

平成24年度から平成26年度までを対象とする新たな中期財政

フレームを定める。以後同様に、毎年半ば頃、中期財政フレー

ムの改訂を行い、翌年度以降３年間の新たな中期財政フレーム

を定める。各年度に策定した中期財政フレームに沿って、翌年

度の概算要求・予算編成を行うものとする。 

改訂に際しては、既存の中期財政フレームで定められてい

る２か年度分の歳入・歳出両面にわたる取組は原則として維持

するものとし、新たに追加する年度の歳入・歳出両面にわたる

取組についても、財政運営の基本ルールと整合的に定めるもの

とする。 

1795



 13

 

 

 

平成 23～25 年度における「基礎的財政収支対象経費」 

 
（単位：兆円） 

歳出の大枠 

23 年度 24 年度 25 年度 

基礎的財政収支対象経費（注 1） 

（22 年度 70.9）
71 

（注２、３）

71 
（注２、３） 

71 
（注２、３）

 

 

うち経済危機対応・地域活性化予備費等

（22 年度 1.0）
1.0（注４） 1.0（注４） 1.0（注４）

（注１）「基礎的財政収支対象経費」は、一般会計歳出から国債費及び決算不足

補てん繰戻しを除いたもの 

（注２）一体的強化のための政策パッケージ等の施策の新たな実施等に関連し

て新たな制度改正による恒久的な歳入増が確保された場合等には、国債発

行額の抑制に関する規律の範囲内で、この恒久的な歳入確保額の範囲内の

金額を上記の「歳出の大枠」の額に加算することができる。 

（注３）平成 23 年度以降の「基礎的財政収支対象経費」の内訳となる各年度の

予算額については、概算要求その他の予算編成過程を経て、決定。地方交

付税交付金等についても、地方行財政に係る制度改正等を踏まえた地方財

政対策等を経て決定。 

（注４）平成 23 年度以降の経済危機対応・地域活性化予備費の取扱いについて

は、予算編成過程で検討。 

 
 
 

別紙 

1796



  ⚂ⷐߩޠᢛℂߥ⊛ਛ㑆ߩ⺰⼏ޟ

  ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧢᦬㧞㧞ᣣ 

ኾ㐷ኅᆔຬળᆔຬ㐳 ␹㊁ ⋥ᒾ 

 

ኾ㐷ኅᆔຬળޔߪ⒢೙⺞ᩏળߩⷐ⺧ࠍ〯߹ޟޔ߃台0 ᐕઍએ㒠ߩౝᄖߩ⒢೙ᡷ㕟ߩ✚

᜝ޔߡ޿ߟߦࡑ࡯࠹ߩޠ㧟᦬ࠄ߆㧠᦬ࠍ⺰⼏ߡߌ߆ߦⴕޕߚߞએਅޔߪฦᆔຬࠄ߆

಴ߚࠇߐᗧ⷗╬ޔߦߣ߽ࠍᆔຬ㐳ߩ⽿છߩ⺰⼏ޔߡ޿߅ߦ᭎ⷐ޽ߢߩ߽ߚ߼ߣ߹ࠍ

ฦޔࠅ޽ߢᲑ㓏ߚߒᎼ৻߇⺰⼏ߥ⊛᭎᜝ޔࠄ߆ߣߎߚ޿ߡࠇࠄ㒢߇㑆ᤨߩ⼏ክޕࠆ

⺰ὐࠍ⺰⼏ߡ޿ߟߦዧߦߣߎ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡߖߊ⇐ᗧޕ޿ߚ߈ߛߚ޿ 

 

㧝㧚台0 ᐕઍએ㒠ߩౝᄖߩਥߥ⒢೙ᡷ㕟ߩߘߣ⹏ଔ 

 

㧔㧝㧕ᶏᄖࠆߌ߅ߦ 台0 ᐕઍએ㒠ߩਥߥ⒢೙ᡷ㕟ߡ޿ߟߦ 

 ޔߪߡ޿߅ߦਥⷐవㅴ࿖ߩᶏᄖ ޚ

Ԙ ᰷Ꮊ19ޔߪߢ可0 ᐕ೨ᓟ߁޿ߣᣧᤨ޿ᦼޔࠅࠃ㜞㦂ൻߩㅴዷߦߤߥ઻߁⑔␩

࿖ኅൻ߿⽷᡽⿒ሼ೥ᷫⷰߩὐޔࠄ߆ᚲᓧ⺖⒢ߩ⒢෼ⷙᮨࠍ⛽ᜬޔߟߟߒઃട

ଔ୯⒢ߩഃ⸳࡮⒢₸ᒁ਄ޔߡߞࠃߦߤߥߍ⽷Ḯ⺞㆐ᯏ⢻㧔ޟ⒢෼ജޠ㧕ߣ⒢࡮

␠ળ଻㓚ࠍㅢౣߚߓಽ㈩ᯏ⢻ߩ⛽ᜬ࡮ᒝൻࠍ࿑ޕࠆ޿ߡ߈ߡߞ 

ԙ ઁᣇޔߪߡ޿ߟߦࠞ࡝ࡔࠕޔㅪ㇌⒢೙ߡ޿߅ߦᚲᓧ⺖⒢ࠍਛᔃߚߒߣ⒢೙

߹ޔߕࠄ߅ߢࠎㅴ߇㜞㦂ൻߡߒᲧセߣᎺ⻉࿖᰷ߪࠇߎޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐᜬ⛽߇

ޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߦ⢛᥊߇ߣߎ޿ૐߦ⊛ኻ⋦߇Ყ㊀ߩ౏⊛␠ળ଻㓚ߚ

ㅪ㇌ߣᎺߩ㑐ଥ߽ޔࠅ޽ઃടଔ୯⒢ߪዉ౉ޕ޿ߥ޿ߡࠇߐ 

 

㧔㧞㧕ᚒ߇࿖ࠆߌ߅ߦ 台0 ᐕઍએ㒠ߩਥߥ⒢೙ᡷ㕟ߡ޿ߟߦ 

ߩ࿖߇ᚒ ޚ 台0 ᐕઍએ㒠ߩਥߥ⒢೙ᡷ㕟ߩၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇޔߪዋሶ㜞㦂ൻ␠ળ

⋤ޔਅߩᣇ߃⠨߁޿ߣ߁วߜ߆ಽߊ⭯ߊᐢࠍ↪⾌ߩળ౒ㅢ␠ޔ߼ߚࠆߔኻᔕߦ

ធ⒢ਛᔃߩ⒢૕♽ޔࠄ߆ᚲᓧ࡮ᶖ⾌ߚࠇߣߩࠬࡦ࡜ࡃߩ╬↥⾗࡮⒢૕♽߳޿ߣ

 ޕߚߞ޽ߢߩ߽߁

ߢ᳓Ḱ޿ૐࠅߚࠊߦ㐳ᦼ߇₸ᚑ㐳ߩᷣ⚻࿖߇ᚒޔㄭᐕޔߪߦታ㓙ޔ߇ࠈߎߣ ޚ

ផ⒖ࠆߔਛޔߢ 

Ԙ ᱦ౉㕙ޔߪߢᚲᓧ⒢ߩߤߥᐲ㊀ᷫࠆߥ⒢߿᥊᳇ᓟㅌࠅࠃߦߤߥ⒢෼ᷫ߇ዋ

 ޔᣇ৻ࠆߔ

ԙ ᱦ಴㕙ޔߪߢᕆㅦߦ㜞㦂ൻ߇ㅴࠅࠃߦߣߎߛࠎ␠ળ଻㓚ᡰ಴ߡߒ⽾৻߇Ⴧ

ടޔߒ 

ᒁߦ⃻᡽ᮭޔࠅ㒱ߦᴫ⁁ߥ⊛ෂᯏߪ࿖⽷᡽߇ᚒࠅࠃߦⷐ࿃ߥ⊛᭴ㅧߩਔᣇߩߎ

ࠬ࡯ࡌ࡯ࡠࡈޕࠆ޿ߡߞߥߣ᳓Ḱ޿ߥߩ଀ߦਥⷐవㅴ࿖ߪௌോᱷ㜞ߚࠇ߇⛮߈

ᐔᚑޔ߽ߢ 平平 ᐕᐲ੍▚ޔߡ޿߅ߦᒰೋ੍▚ߢࠬ࡯ࡌᚢᓟೋߡ߼⒢෼߇౏ௌ⊒

ⴕ㗵ࠍਅ࿁ޔߤߥࠆᚒ߇࿖ߩ⒢෼ജߊߒ⪺ߪᒙޔߊ⽷᡽⿒ሼߩᄢᷓߪߐ߈ೞߥ

੐ᘒޕࠆ޽ߦ 

ળ଻㓚߽૬␠ߦ⒢ޔᣇઁޕࠆ޿ߡ߈ߡߒૐਅߪߡ޿ߟߦಽ㈩ᯏ⢻ౣࠆࠃߦ⒢ ޚ

޿ߡࠇߐታ⃻ߡߞ㗬ߦ᡽⿒ሼ⽷ߪࠇߎޔ߇ࠆ޿ߡ߈ߡߒ਄᣹ߪಽ㈩ᯏ⢻ౣߚߖ

 ޕࠆ޽߇㕙ࠆ

 1

1797



 

㧞㧚⒢೙ᛮᧄᡷ㕟ࠍㅴࠆ߼਄ߩߢ⺖㗴ߣ⠨߃ᣇ 

 

㧔㧝㧕⒢෼ജߩ࿁ᓳ  ⎕✋ࠍ࿁ㆱޔߒ቟ᔃߣᵴജࠆ޽ߩ␠ળࠍታ⃻ߦ߼ߚࠆߔ 

ޕࠆ޽ߢᓎഀߥ㊀ⷐߩ᡽ᐭߪታ⃻ߩળ␠ࠆ޽ߩᵴജࠆߖࠄ᥵ߡߒ቟ᔃ߇࿖᳃ ޚ

ಽ߇࿖᳃ࠍ↪⾌ߥᔅⷐߦ߼ߚࠆߔታ⃻ࠍޠળ␠߁ว߃ᡰޟޔߪߣ⒢⒅ޔߡߒߘ

 ޕࠆ޽ߢߩ߽߁วߜ߆

ޔ᰷߫ࠇߔ⟎᡼ࠍ᡽⁁ᴫ⽷ߥ⊛ෂᯏߩ⃻࿷ ޚ Ꮊߩ৻ㇱ࡯ࡑߥ߁ࠃࠆ޿ߡߓ↢ߢ

ᖡൻߦࠄߐ߇᡽⽷ޔ߈᜗ࠍ਄᣹ߥᕆỗߩ㊄೑߿ା⹺ૐਅߩ࿖ௌߚߓㅢࠍ࠻࠶ࠤ

࡯ࠨ౏౒ࠆߔߣ߼ߓߪࠍળ଻㓚␠ޔߊߥߢߌߛࠆࠇߐ೙㒢߇ᐲ↱⥄ߩ╷᡽ߡߒ

ߩ㊄೑ޔߚ߹ޕࠆ߁ߒᗐቯ߽ࠝ࡝࠽ࠪߩᦨᖡ߁޿ߣࠆߥߦਇน⢻߇ታᣉߩࠬࡆ

਄᣹߇୘ੱ࡮ડᬺߩௌോ⽶ᜂߩჇട߿᳃㑆⸳஻ᛩ⾗߳ߩᖡᓇ㗀ߔࠄߚ߽ࠍ ᔨ

ߘ߅෸߱߇ᓇ㗀ߥ㊀ᄢߦ⥸ోᷣ⚻߿࿖᳃↢ᵴߡߓㅢࠍࠄࠇߎޔߡߒߘޕࠆ޽߽

ਇߩ਎ઍ㑆ޔߒᗧ๧ࠍࠅᜂవㅍ⽶ߩ዁᧪਎ઍ߳ߪ᡽⿒ሼ⽷ޔߦࠄߐޕࠆ޽߇ࠇ

౏ᐔ߇᜛ᄢࠆߔේ࿃ޕࠆߥ߽ߣ 

᥵ߡߒ቟ᔃ߇࿖᳃ޔࠅ࿑ࠍ᳿⸂ߩ↥ㆮߩ⽶ߚߒ߁ߎߚࠇ߇⛮߈ᒁࠄ߆೨᡽ᮭ ޚ

ޔߡ޿߅ߦ⃻᡽ᮭޔߦᯏࠍ᡽ᮭ੤ઍޔߪߦ߼ߚࠆߔታ⃻ࠍળ␠ࠆ޽ߩᵴജࠆߖࠄ

ή㚝ߩ೥ᷫߩߤߥᱦ಴ߩ⷗⋥ߣߒ૬ޔߖ⒢෼ജࠍ࿁ᓳ߇ߣߎࠆߔᕆോߡߞߥߣ

ޔ୘ੱᚲᓧ⺖⒢ޔ߁ࠃߊߟ߮⚿ߦჇ෼ߩᒰ⒟ᐲ⋦ߦታ㓙ޔߪߦ߼ߚߩߘޕࠆ޿

ᴺੱ⺖⒢ޔᶖ⾌⺖⒢ޔ⾗↥⺖⒢╬ߩ⒢೙ో⥸ࠆߚࠊߦ⒢೙ߩᛮᧄ⊛ߥᡷ㕟ࠍⴕ

ᔅⷐ߁วߜ߆ಽߊᐢߢ㑆ߩ࿖᳃ࠍ↪⾌ߥᔅⷐߦታ⃻ߩޠળ␠߁ว߃ᡰޟޔߡߞ

 ޕࠆ޽߇

 

㧔㧞㧕ౣಽ㈩ᯏ⢻ߩ࿁ᓳ 

࿕ቯൻߩߘߣ᜛ᄢߩᩰᏅޔߪߦ߼ߚࠆߔታ⃻ࠍળ␠ࠆߖࠄ᥵ߡߒ቟ᔃ߇࿖᳃ ޚ

ಽ㈩ౣߩ⒢೙ޔߡߖ૬ߣળ଻㓚೙ᐲ␠ޔࠅ޽ߢ㗴⺖ߥ㊀ⷐ߇ߣߎࠆ߼ᱛ޿㘩ࠍ

ᯏ⢻ߩ࿁ᓳࠍ࿑߇ߣߎࠆ㊀ⷐߥ⺖㗴ޕࠆ޽ߢ 

ࠍᡷ㕟ࠆߖߐ࿁ᓳࠍㅴ᭴ㅧ⚥ޔߡ޿߅ߦ⒢⺖ࠆߔኻߦ↥⾗߿ᚲᓧޔ߼ߚߩߎ ޚ

ⴕޔߡߞ⒢೙ౣߩಽ㈩ᯏ⢻ࠍขࠅᚯߔᔅⷐޕࠆ޽߇ 

⒢෼ജޔߪߦ߼ߚࠆߖߐើ⊑ߦ⌀ࠍಽ㈩ᯏ⢻ౣߩ⒢⽷᡽ߚ߼฽ࠍઃ⛎ޔ߅ߥ ޚ

߿Ⴧࠍ᡽⿒ሼ⽷ࠍಽ㈩ౣޔࠅᕃࠍࠇߘޕࠆ޽ߢᔅⷐ߇ߣߎࠆ࿑ߦหᤨࠍ࿁ᓳߩ

߇ߥߟߦ᜛ᄢߩᩰᏅ࡮ਇ౏ᐔᗵߩ㑆ߩߣ዁᧪਎ઍߣ਎ઍߩ⃻࿷ޔ߫߃ⴕߢᒻߔ

 ޕࠆ޽߇ࠇߘ߅ࠆ

 

㧔㧟㧕዁᧪ੱߩญ᭴ㅧߣ␠ળ଻㓚೙ᐲߩ቟ቯ⊛ߥ⽷Ḯ⏕଻ 

ޔࠅ޽߇⇇㒢ߣߕ⥄ߪߦಽ㈩ౣࠆࠃߦ⒢೙ޔࠅߚᒰߦࠆߔታ⃻ࠍળ␠߁ว߃ᡰ ޚ

␠ળ଻㓚೙ᐲࠍㅢౣߚߓಽ㈩ߩᓎഀ߇㊀ⷐࠍࠇߘޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽ߢᡰࠆ߃

቟ቯ⊛ߥ⽷Ḯࠍ⏕଻ߩ߼ߚࠆߔ⒢೙ᡷ㕟߇ᕆോޕࠆ޽ߢ 

ൕഭ਎ઍޔߣࠆ߃߹〯ࠍߒ⷗ㅢߩ᧪዁߁޿ߣዋᷫߩൕഭ਎ઍޔᕆჇߩ㜞㦂⠪ ޚ

ߥ㊀ⷐߪᶖ⾌⒢߁วߜ߆ಽߊᐢߢળ␠ޔࠅ޽ߢ࿎㔍ߪߩࠆ߼᳞ࠍᜂ⽶ߡߞ஍ߦ

⒢⋡ߣࠆ޽ߢ⠨ޕࠆࠇࠄ߃ 

 

 平

1798



 年

㧔㧠㧕⚻ᷣᚑ㐳ߣ⒢೙ 

ㄭᐕޔߣࠆߺߡ⷗ࠍ௑ะߩవㅴ࿖ޔߪߡ޿ߟߦ㑐ଥߩ₸࿖᳃⽶ᜂߣᚑ㐳ᷣ⚻ ޚ

࿖޿㜞߫ࠇ޽࿖߽޿ૐ߇₸࿖᳃⽶ᜂޔߪߦਛߩ࿖޿㜞߇₸ᚑ㐳ᷣ⚻ޔߡ޿߅ߦ

 ޕࠆ޽߽

▽᭴ߩળ଻㓚೙ᐲ␠࡮᡽⽷ߥᜬ⛯น⢻ޔߒ࿁ᓳࠍ⒢෼ജޔߪߡ޿ߟߦ࿖߇ᚒ ޚ

ޔࠇߐᶖ⸂߇዁᧪ਇ቟ߩ࿖᳃ޔߡߞࠃߦߣߎࠆ࿑ࠍలታߩ࠻࠶ࡀࠖ࠹ࡈ࡯࠮߿

ኅ⸘߇ᶖ⾌ࠍჇߩࠬ࡜ࡊߚߞ޿ߣߔ߿ലᨐ߇ᦼᓙߩ࠻࠶ࡀࠖ࠹ࡈ࡯࠮ޕࠆࠇߐ

ࠃߦታᣉߩ⒢೙ᛮᧄᡷ㕟ޔࠅ޽ߦ㑐ଥߩ૕৻ߪ᡽ஜోൻ⽷ޔᵴᕈൻᷣ⚻ޔ┙⏕

ᅢᓴ߁޿ߣߔᜰ⋠ࠍޠᷣ⚻޿ᒝޟޔ߃ᡰߢޠ᡽⽷޿ᒝޟࠍޠળ଻㓚␠޿ᒝޟޔࠅ

Ⅳࠍଦߔᔅⷐޕࠆ޽߇ 

⒢ޔߦ⢛᥊ࠍ╬บ㗡ߩᣂ⥝Ꮢ႐࿖ߩㄭᐕޔߪߢ㑐ଥߩߣൻ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߩᷣ⚻ ޚ

೙ࠍ࿖㓙┹੎ജⷰߩὐߩߣ߈ߴߔ⺰⼏ߦࠄߐࠄ߆ᗧ⷗ޔߣ⒢⽶ᜂߣ࿖㓙┹੎ജ

ᴺੱޔߚ߹ޕߚߞ޽߇⺰ਔߩᗧ⷗ߩߣ޿ߥߢ߈ߴߔ⺰⼏ߡߌߟ߮⚿ߦ቟ᤃࠍߣ

⒢₸ߩᒁਅࠍߍⴕ߁႐วޔ⺖⒢ߩࠬ࡯ࡌ᜛ᄢߣ૬ߡߖታᣉޕࠆ޽ߢ߈ߴߔ 

 

㧔㧡㧕࿾ၞਥᮭߩ߼ߚࠆߔ┙⏕ࠍ⒢೙ 

ߔ᜛లࠍḮ⽷ࠆ߃૶ߦ↱⥄߇࿾ᣇޔߦ߽ߣߣࠆ߃߹〯ࠍᓎഀಽᜂߩ࿾ᣇߣ࿖ ޚ

޽ߢᔅⷐ߇ߣߎߔ⋤⷗ࠍᣇࠅ޽ߩ㈩ಽߩ⒢⽷Ḯߩ࿾ᣇ㑆࡮࿖ࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣࠆ

 ޕࠆ

⒢ޔߤߥలታߩ࿾ᣇᶖ⾌⒢ߩ߼ߚࠆߔㆇ༡ߦ⊛቟ቯࠍ࿾ᣇⴕ᡽ߤߥળ଻㓚␠ ޚ

Ḯߩ஍࿷ᕈ߇ዋޔߊߥ⒢෼߇቟ቯ⊛ߥ࿾ᣇ⒢૕♽ࠍ᭴▽߇ߣߎࠆߔᔅⷐޕࠆ޽ߢ 

 

㧔㧢㧕⚊⒢⠪ߩ⚊ᓧ࡮ℂ⸃ 

౏ߩ⒢೙ޔࠅ޽ߢ㊀ⷐ߇⸂ℂ࡮ᓧ⚊ߩ⒢⠪⚊ޔߪߢ਄ࠆ߼ㅴࠍ⒢೙ᛮᧄᡷ㕟 ޚ

ᐔᗵౣߩ᭴▽߿⺖⒢ㅏࠇ㒐ᱛޔᚲᓧߩᱜ⏕ߥ᝝ᝒ╬߇ᔅⷐޕࠆ޽ߢ 

ࠍᜂ⽶ࠅࠃߒኻߦ⠪޿㜞ߩᚲᓧޔࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣㅊ᳞ߩ౏ᱜᕈޔᤚᱜߩᩰᏅ ޚ

 ޕࠆ޽ߢ㊀ⷐߪߣߎߔ಴ࠍࠫ࡯࠮࠶ࡔ߁޿ߣࠆ߼᳞

޽ߢ㊀ⷐ߇ߣߎࠆ߼᳞ࠍ⸂ℂߡߌ㑐ㅪઃߣળ଻㓚␠ޔߡ޿ߟߦ૶ㅜߩᶖ⾌⒢ ޚ

 ޕࠆ

 

㧔㧣㧕ో૕ߡߒߣᢛวᕈࠆ޽ߩ⒢೙ᛮᧄᡷ㕟 

࿁ᓳ෸߮࿾ၞਥߩಽ㈩ᯏ⢻ౣߩ⒢ޔ቟ቯ⽷Ḯ⏕଻ߩળ଻㓚␠ߣ࿁ᓳߩ⒢෼ജ ޚ

ޔᵴᕈൻᷣ⚻ޔ┙⏕ߩ࠻࠶ࡀࠖ࠹ࡈ࡯࠮ޔࠅ࿑ࠍ▽᭴ߩ⒢೙ߩ߼ߚߩ┙⏕ߩᮭ

⽷᡽ஜోൻߩᅢᓴⅣࠍଦޔߪߦ߼ߚߔ⚊⒢⠪ߩ⚊ᓧ߿ℂ⸃ࠍᓧోޔߡ૕ߡߒߣ

ᢛวᕈࠆ޽ߩ⒢೙ߩᛮᧄ⊛ߥᡷ㕟ࠍ⠨ࠆ߃ᔅⷐޕࠆ޽߇ 

⥸⒢೙ోߩ╬⒢⺖↥⾗ޔᶖ⾌⺖⒢ޔᴺੱ⺖⒢ޔ୘ੱᚲᓧ⺖⒢ޔߪߦ߼ߚߩߘ ޚ

 ޕࠆ޽߇ᔅⷐߔ⋤⷗ࠍ

ࠃߦ࿖᳃ߢᣇะࠆߔ㊀ⷞࠍᶖ⾌⒢ߢਛࠆࠊᄌ߇ญ᭴ㅧੱߺㅴ߇㜞㦂ൻޔߦ․ ޚ

ޔᣇౣ৻ࠆ޽߇ᔅⷐࠆ߼᳞ࠍᜂ⽶ߊ᏷ᐢࠅ ಽ㈩╬ⷰߩὐࠄ߆⚥ㅴᕈࠆ޽ߩᚲᓧ

⒢ߦ৻ቯߩᓎഀࠍᜂࠆߖࠊᔅⷐޔࠅ޽߇⒢૕♽਄ޔਔ⠪ߪゞߩਔベࠇߘߡߒߣ

 ޕࠆ޽ߢ߈ߴ߁ᜂࠍᓎഀߩࠇߙ

ࡘࠫࠤࠬޔࠍ߆ߩࠆߔᡷ㕟߁ߤࠍ⒢೙ޔߪߦ߼ߚࠆᓧࠍ⸂ℂ߿ᓧ⚊ߩ⒢⠪⚊ ޚ

 ޕࠆ޽ߢ߈ߴߔ␜᣿ߦ࿖᳃ߦ߽ߣߣ࡞࡯

1799


	Ⅲ 国の関係

	６ 国の動き
	100406 中期的な財政運営に関する検討会論点整理（ポイント）
	100406 中期的な財政運営に関する検討会論点整理
	100608 基本方針
	100618 規制・制度改革に係る対処方針
	100622 財政運営戦略（概要）

	100622 財政運営戦略

	100622 専門家委員会
「議論の中間的な整理」の要約 





